
１ 評価機関 

平成21年　1 月  10 日～平成  21   年 2 月    日 

 2　評価対象事業者

種別：

定員（利用者人数）： 名

TEL

 3 評価結果総評（利用者調査結果を含む。） 

◆ 特に評価の高い点 

◆ 特に改善を求められる点 

 4 第三者評価結果に対する事業者のコメント （受審事業者の意見）

5  事業者の特徴（受審事業者の意見）

　自分達としては一生懸命の中で行っていることが、第三者の方々の視点から指摘して
頂けて感謝している。特に改善の部分に関しては、努力目標のような受け取り方をし、
少しづつではあるが良い方向になっていくことが感じられる。

　困難事例として避けることや、そのままにせず、何とか共に生き抜くことはできない
ものかと向き合っている。職員は２４時間体制の中で、利用者の重度化予防に力を合わ
せることができている。

１．独自の理念・方針を掲げ、重度の要介護者の受け皿として地域で看取る使命を持ち

　　創業以来ぶれることなく理念を貫きとおしている

２．医療依存度の高い利用者を支援する医療連携体制が優れている

３．職員の定着率が極めて高い

１．理念・方針を具体化した人材育成評価項目が望ましい
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名　　　称 

代表者氏名

所　在　地 

礎訪問介護事業所 訪問介護　　　
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千葉県福祉サービス第三者評価の評価結果 

名　　　称 

所　在　地 

評価実施期間

ＮＰＯ法人　ヒューマン・ネットワーク

千葉県船橋市丸山2丁目10番15号

（詳細は項目別コメント参照）

２．サービス内容検討会議を能力向上の場と位置づけることが望ましい



６　分野別特記事項

　【施設共通項目】

　【介護サービス項目】

 
介護サービスの内
容に関する事項

　当地域で介護を必要とする高齢者の増加は顕著である。中でも重
度の要介護者の受け皿が問題である。当事業所は重度の行き場の無
い高齢者を受け、命を守ることを使命として運営している。法の平
等の精神を介護で貫く覚悟と思われる。しかし重度の高齢者を地域
で守るためには24時間見守る体制が求められ、厳しい努力が要求さ
れるが、犠牲をいとわず理念に基づいて行動している。一方介護業
界には理不尽な介護を食い物にするビジネスが存在することも事実
であり、当事業所は対峙して、浮利を求めず、介護報酬の大半を介
護者に配分し、理念の実践を図っている。また独りよがりにならな
いために第三者評価受審など透明化を図り、サービスの質向上に努
めている。

 ４．サービス開始時の説明や権利擁護について

３．現場で理念と対峙して人材を育成している

 サービス開始時に当たっては、介護支援専門員から居宅サービス計
画に基づき課題や目標を含めた援助方針を連携し利用者全体像の把
握に努めている。初回訪問時には、サービス提供責任者と訪問介護
員とともにアセスメントをすることで多角的な視点で課題が把握で
き的確なサービス内容の提供が可能となっている。なお、サービス
利用するに当たり重要事項説明書等をもとに「看とりは居宅
で・・・家族とともに・・・」など事業所の理念や利用する要点に
ついて利用者の立場に立ってわかりやすい言葉で丁寧に説明し同意
を得ている。
 ５．訪問介護計画の作成、見直しについて

Ⅱ

組織の運営管理

２．環境把握と課題

千葉県福祉サービス第三者評価の評価結果 

大項目

Ⅰ

福祉サービスの
基本方針と組織

１．理念・方針中心の運営

　憲法や社会福祉法、介護保険法の精神を介護で貫くために、独自
の理念「看取りは居宅で、能力を出し合い、共に生きる、自然体
で、利用者の鏡で・・」を明示し、創業以来ぶれることなく貫き通
して運営している。職員には理念に共鳴して活動に参加した者も多
く、責任者は日常の出来事の話し合いを通じて職員と理念の共有化
を図っている。第三者評価に当たって全職員の理念理解度を文章で
確認したが十分周知されている。今後とも実践行動を理念に照らし
て話し合い、優れたサービス提供を続けるように望みたい。

分野別特記事項（特に優れている点・特に改善を求められる点）

Ⅰ

　当事業所は理念に基づく考え方や心がまえを重視し、利用者と真
摯に向き合うことを一番大切なことと考えている。能力は利用者が
抱えている問題を共に解決するプロセスで、医師や専門家の助言を
得て身につけていく方法が中心である。現場で介護計画の実行過程
で能力を引き上げる体制なので、体験を整理し共有化するシステム
が重要と思われる。毎月サービス内容検討会議を実施しているが、
会議を能力向上の場として位置づけ、理念が要求する能力を介護計
画をもとに話し合い、計画的継続的に取り組むことを期待したい。

大項目 分野別特記事項（特に優れている点・特に改善を求められる点）



介護サービスを提
供する事業所又は
施設の運営状況に

関する事項

 個人情報を電子媒体にて共有、保存する物が多いので、インター
ネット上の進入を防ぐ為、ファイアーウォール等のセキュリティが
強化されている。また個人情報保護方針は掲示され従事者と個人情
報取扱い同意書を取り交わした上で就労契約を締結している。この
ように重層的な個人情報保護が行われていることを高く評価した
い。

  かかりつけ医の利用者カンファレンスに定期的にヘルパーも参加
している。月２回以上毎回４人～６人位（一人あたり１０分～１５
分）行われている。このように医療依存度が高い利用者に合わせた
支援体制が構築されていることは介護職の安心にもつながっている
と思われる。法人理念と関連する「命を支える」の実践として高く
評価したい。

 ８．事故防止について

 「事故」と想定されるものは初期段階では「事象」と位置づけし所
定の用紙で２４時間以内に報告される。事故かどうかの判断は現場
で行わず、すべての関係職員の行動の相関が必ず記入することと
なっている。このことにより、隠し事が行われず、小さなことでも
報告できる仕組みとなっており職員側の心理的負担軽減にも大きく
寄与している。

 ９．秘密保持について

 訪問介護計画に当たり、事業所の理念である「それぞれができる能
力を出し合い補いながら共に生きる生活を普通に自然体で行う」に
基づいて作成している。特に利用者の生活歴や生活習慣など今まで
の生き様に焦点を当てることを重要視している。また、「介護現状
報告・８領域」及び「介護サービス状況報告」などを活用しモニタ
リングを通じ、高齢者の変化やその対応などについて情報の共有化
を図り随時訪問介護計画に反映している。

 ６．サービス提供の質の向上の取組みについて

 利用者は高齢で身体機能が低下している上に医療依存度が高いた
め、日常生活動作が緩慢になりがちである。そこには、移動や行動
することの目的や意味づけを伝えることで残存能力を活かし達成感
のある結果が生まれるなど、利用者一人ひとりの個別性を尊重した
生活リハビリに取り組んでいる。一方、利用者が自律した生活をす
ることで訪問介護員にもやりがいが気持ちのゆとりが生れ、利用者
と訪問介護員との相互の信頼関係が深まり、継続的に質の高いサー
ビスが提供できている。

 ７．健康管理　医療連携について



Ⅰ 1
(1)

1 ①理念が明文化されている。 Ａ

2 ②理念に基づく基本方針が明文化されている。 　Ａ

(2)
3 ①理念や基本方針が職員に周知・理解されている。 Ａ

4 ②理念や基本方針が利用者等に周知されている。 Ａ

2
(1) 中・長期的なビ
ジョンの明確化 5 ①中・長期計画を踏まえた事業計画が作成されている。 Ｂ

(2) 重要課題の明確
化 6 ①事業計画達成のための重要課題が明確化されている。 Ａ

(3) 計画の適正な策
定 7

①施設の事業計画等､重要な課題や方針を決定するに当たっては､職員と幹部職員
とが合議する仕組みがある。

Ａ

3 8 ①質の向上に意欲を持ち、その取り組みに指導力を発揮している。 Ａ

9 ②経営や業務の効率化と改善に向けた取り組みに指導力を発揮している。 Ａ

Ⅱ 1 10 ①事業経営を取り巻く環境が的確に把握されている。 Ａ

11 ②経営状況を分析して、改善すべき課題を発見する取り組みを行っている。 Ａ

2
(1)

12 ①人事方針を策定し、人事を計画的・組織的に行っている。 Ａ

13 ②職員評価が客観的な基準に基づいて行われている。 Ｂ

14
①事業所の就業関係の改善課題について､スタッフ（委託業者を含む）などの現
場の意見を幹部職員が把握できる仕組みがある。

Ａ

15 ②福利厚生に積極的に取り組んでいる。 Ａ
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福祉サービス第三者評価共通項目（居宅系・介護サービス）の評価結果

大項目

評価
結果



項目別コメント・組織（公表用）

  

事業者名 礎訪問介護事業所

評価基準 評点 コメント

Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ－１　理念・基本方針

Ⅰ－１－（１）　理念、基本方針が確立されている。

1

2

Ⅰ－１－（２）　理念、基本方針が周知されている。

3

4

Ⅰー２　計画の策定

5

Ⅰ－２－（２）　重要課題の明確化

6

Ⅰ－２－（３）　計画が適切に策定されている。

7

項目
番号

Ⅰ－２－（３）－①　施設の事業計画等､重要な課題や方針を決定
するに当たっては､職員と幹部職員とが合議する仕組みがある。

Ⅰ－２－（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされてい
る。

Ⅰ－１－（１）－①　理念が明文化されている。

Ⅰ－２－（２）－①　事業計画達成のための重要課題が明確化され
ている。

Ⅰ－１－（１）－②　理念に基づく基本方針が明文化されている。

Ⅰ－２－（１）－①　中・長期計画を踏まえた事業計画が策定され
ている。

Ｂ

　サービス開始時の契約に当たって、当事業所の考
え方「能力を出し合い」など介護保険の考え方を説
明し、納得した上で契約をしている。

　全職員に年一回理念・方針を確認する機会がある
が、主たる徹底方法は、日常の出来事を取り上げて
話し合うことが主である。第三者評価に当たり全職
員の理解を文章で確認したが、一人ひとりが主体的
に理解していることは十分確認できた。

　地域で介護を必要とする重度要介護の高齢者が増
加する傾向にあるが、24時間見守る体制を今後どの
ように増やしていくのか、当事業所としても模索中
である。

Ⅰ－１－（２）－①　理念や基本方針が職員に周知されている。

Ⅰ－１－（２）－②　理念や基本方針が利用者等に周知されてい
る。

　運営上の課題は各チームの主体的な計画に一任さ
れている。チームワークや情報共有、勤務シフト作
成、記録、介護レベル向上、事故防止など現場での
カンファレンスで話し合い決定している。

Ａ

項目別評価結果・評価コメント

Ａ

Ａ

Ａ

　憲法や老人福祉法、介護保険法など法の精神を介
護で貫く覚悟を決め、独自の理念を明示している。
「看取りは居宅で、能力を出し合い、共に生きる、
自然体で、利用者の鏡・・」この理念を創業以来貫
き通している。

　活動方針は「浮利を求めない、命を預かる介護職
一人ひとりの主体性と介護技術向上、チームワーク
と創意工夫、記録重視、福利厚生・・」と「看取り
を居宅で実践する」ための活動方針を明示してい
る。

Ａ

　利用者の重度化が進む現状で、二つの課題、一つ
は重度化させないように生活習慣をつけること、二
つ目は医療的な知識を身につけて介護力を高めるこ
とこの二つの課題を重点に取り組んでいる。また
「理念基本姿勢のあり方」は常に最重要課題として
取り組んでいる。

Ａ



項目別コメント・組織（公表用）

評価基準 評点 コメント

Ⅰ－３　管理者の責任とリーダーシップ

Ⅰ－３－（１）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

8

9

Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ－１　経営状況の把握

Ⅱ－１－（１）　経営環境の変化等への対応

10

11

Ⅱ－２　人材の確保・養成

Ⅱ－２－（１）　人事管理の体制が整備されている。

12

13

Ⅱ－２－（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

14

15

Ⅱ－２－（２）－①事業所の改善課題について､スタッフ（委託業
者を含む）などの現場の意見を幹部職員が把握できる仕組みがあ
る。

Ⅱ－２－（２）－②福利厚生事業に積極的に取り組んでいる。

Ⅱ－１－（１）－②　経営状況を分析して改善すべき課題を発見す
る取り組みを行っている。

Ⅱ－１－（１）－①　事業経営をとりまく環境が的確に把握されて
いる。

Ⅱ－２－（１）－②職員評価が客観的な基準に基づいて行われてい
る。

Ⅰ－３－（１）－①　質の向上に意欲を持ちその取り組みに指導力
を発揮している。

Ⅰ－３－（１）－②　経営や業務の効率化と改善に向けた取り組み
に指導力を発揮している。

Ⅱ－２－（１）－①人事方針を策定し、これに基づく職員採用、人
材育成を計画的・組織的に行っている。

 理念の実践に妥協のない厳しさを求めている。問
題点の把握は記録・報告（電子媒体で毎日報告）に
より毎日確認している。中でも重点的に把握してい
る内容は利用者が職員を受け入れたか否か、病気・
健康状態の把握、事故の要因把握である。また職員
には一人ひとりが管理者の自覚を求めている。

　記録書類は経験から使い易い簡素化された書類に
工夫されている。また報告は電子媒体を使用し効率
よく伝達されている。

Ａ

　地域の介護を必要とする高齢者の状況を把握し、
当事業所の使命として憲法や介護保険法などの法の
精神を介護で平等主義で貫くために、地域で最後の
行き場のない人を受け、命を守る方針で運営されて
いる。地域で24時間「命を守る」体制を整備するた
めには課題も大きい。

Ａ

Ａ

Ａ

　当事業所の介護報酬のほとんどを職員に分配し、
就労中の災害補償など福利厚生も配慮されている。
人材定着率は極めて高い。

Ａ

　制度変更など経営環境が変化したときには、経営
数値を予測・分析し、介護を支える介護職の給与や
福利厚生が守られるように最優先で検討している。

　定期的に職員アンケートにより、問題点を把握し
ている。勤務シフト計画、有休の取り方など現場で
計画している。疲労・ストレスが蓄積しない勤務計
画や平等な有休取得については現場での話し合い計
画している。

Ａ

　利用者を鏡として、職員によって差の無い介護を
求めている。具体的な尺度として網羅的な確認項目
を作成したが、項目が多すぎて個々の技術点検には
向いているが評価としては使い難いようである。理
念・方針を反映した振り返りに使い易い評価が求め
られる。

Ｂ

　人材育成は新人には理念・方針を理解させ、ケア
プランや記録、ルールを教えた後は、現場でチーム
メイトの動きで見習い、約1ヶ月で見習い卒業を目
途としている。現任は理念を中心に介護計画の実行
を通じて、互いに「気づき」を受け成長している。
また内外の研修により知識を高めている。

Ａ



1 (1)
介護サービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等
の同意の取得の状況

2 (2) 利用者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況 Ａ

3 (3)
利用者の状態に応じた訪問介護計画等の介護サービスに係る計画の作成
及び利用者等の同意の取得の状況

Ａ

4 (4) 利用者等に対する利用者が負担する利用料に関する説明の状況 Ａ

5 (1) 認知症の利用者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況 Ａ

6 (2) 利用者のプライバシーの保護のための取組の状況 Ａ

7 (3)
利用者の家族の心身の状況の把握及び介護方法等に関する助言等の実施
の状況

Ａ

8 (4) 入浴、排せつ、食事等の介助の質の確保のための取組の状況 Ａ

9 (5) 移動の介助及び外出に関する支援の質の確保のための取組の状況 Ａ

10 (6) 家事等の生活の援助の質の確保のための取組の状況 Ａ

11 (7) 訪問介護員等による訪問介護の提供内容の質の確保のための取組の状況 Ａ

３．相談、苦情
等の対応のため
に講じている措

12 (1) 相談、苦情等の対応のための取組の状況 Ａ

13 (1) 介護サービスの提供状況の把握のための取組の状況 Ａ

14 (2) 介護サービスに係る計画等の見直しの実施の状況 Ａ

15 (1) 介護支援専門員等との連携の状況 Ａ

16 (2) 主治の医師等との連携の状況 Ａ

17 (1)
従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状
況

Ａ

18 (2) 計画的な事業運営のための取組の状況 Ａ

19 (3) 事業運営の透明性の確保のための取組の状況 Ａ

20 (4) 介護サービスの提供に当たって改善すべき課題に対する取組の状況 Ａ

21 (1) 事業所における役割分担等の明確化のための取組の状況 Ａ

22 (2)
介護サービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するた
めの取組の状況

Ａ

23 (3) 従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況 Ａ

３．安全管理及
び衛生管理のた
めに講じている

24 (1) 安全管理及び衛生管理のための取組の状況 Ａ

25 (1) 個人情報の保護の確保のための取組の状況 Ａ

26 (2) 介護サービスの提供記録の開示の実施の状況 Ａ

27 (1) 従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況 Ａ

28 (2)
利用者等の意向等を踏まえた介護サービスの提供内容の改善の実施の状
況

Ａ

29 (3)
介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状
況

Ａ

５．介護サービ
スの質の確保の
ために総合的に
講じている措置

Ⅱ．介護
サービスを
提供する事
業所又は施
設の運営状
況に関する
事項

１．介護サービ
スの提供開始時
における利用者
等に対する説明
及び契約等に当
たり、利用者の
権利擁護等のた
めに講じている
措置

２．利用者本位
の介護サービス
の質の確保のた
めに講じている
措置

２．事業運営を
行う事業所の運
営管理、業務分
担、情報の共有
等のために講じ
ている措置

Ⅰ．介護
サービスの
内容に関す
る事項

４．介護サービ
スの内容の評
価、改善等のた
めに講じている
措置
５．介護サービ
スの質の確保、
透明性の確保等
のために実施し
ている外部の者
等との連携

１．適切な事業
運営の確保のた
めに講じている
措置

４．情報の管
理、個人情報保
護等のために講
じている措置

評価
結果

福祉サービス第三者評価項目（訪問介護）の評価結果

大項目 中項目 小項目（評価項目）



項目別コメント・訪問介護（公表用）

事業者名 礎訪問介護事業所

評点 コメント

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

(1) 5

(2) 6

(3) 7

(4) 8

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

利用者等に対し利用明細を交付し、利用料に関する説明を行ってい
る。

２．利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置

　利用明細書については、重要事項説明書又は契約書をも
とに説明し、サービスが発生した場合はその明細に基づい
て交付している。なお、金銭管理のできない利用者又は生
活保護者に対しては家族や行政窓口と密に連携を図ってい
る。

　介護力の向上に向けて、内部研修及び外部研修を実施し
ている。具体的には、前者は利用者の通院介助時に担当の
医師より具体的に病態や治療方針などについて指導を受
け、その後医師である指導責任者がフォローを行うことで
実践に役立つ研修となっている。後者としては、千葉県認
知症介護実践者研修などに参加している。

　介護の仕事はプライバシーにかかわることがほとんどで
あるため、そこには徹底した保護体制が重要である。訪問
介護員と幹部との電子媒体による情報の共有化にはセキュ
リテイーを万全に確保し、プライバシー保護には最新の注
意を図っている。そうすることで、利用者も介護員相互に
信頼感が生まれ安全で安心した介護となっている。

　利用開始時に当事業所の方針「力を出し合い」「共に生
きる」を納得し契約している。利用者と家族と職員が共に
力を出し合い生きる方針のもとで、家族連携している。

　重度の要介護者が多いが、今まで生きてきた生き様を大
事にかつ尊重し個別介護を目指している。具体的には、食
事の思考や咀嚼状態の把握、また入浴が家庭的な雰囲気を
大事にしている。あるは排泄は個人にあった時間帯を記録
し一歩前の介護を行うことで予防の視点を重要視してい
る。

　介護支援専門員から訪問介護利用の連絡が入ると、速や
かにサービス提供責任者及び訪問介護員と共に本人又家族
に対し聴き取り調査を実施する。サービス利用するに当た
り重要事項説明書等をもとに事業所の理念や利用する要点
について利用者の立場に立ってわかりやすい言葉で丁寧に
説明し同意を得ている。

　Ａ

Ａ

項
目
番
号

入浴介助、清拭及び整容、排せつ介助、食事介助等に関して、訪問
介護の質を確保するための取り組みがあり、利用者ごとに実施内容
を記録している。

利用申込者のサービスの選択に資する重要事項について説明し、同
意を得ている。

利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族の希望を聴取するとと
もに、利用者の心身の状況を把握している。

評価基準

Ⅰ．介護サービスの内容に関する事項

１．介護サービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び契約
等に当たり、利用者の権利擁護等のために講じている措置

訪問介護計画は、利用者及びその家族の希望を踏まえたうえ目標を
記載し、説明のうえ同意を得て作成している。

認知症ケアの質を確保するために、従業者に対する認知症に関する
研修を行うなどの取り組みを行っている。

利用者の家族が行う介護の方法について、利用者の介護者の心身の
状況を把握したうえで利用者の家族に対して説明している。

利用者のプライバシーの保護の取組みを図っている。

項目別評価結果・評価コメント

Ａ

　初回訪問時には、本人の主訴を尊重し本人が望む生活が
できるよう、利用者と同じ目線に立ち利用者や家族から発
する言葉に注意深くかつ正確に聴き取る真摯な姿勢がうか
がわれる。特に自己表現の苦手な利用者に対しては非言語
的な表現に留意している。

Ａ

　介護支援専門員が作成する居宅介護計画を下に、利用者
の食生活習慣や排泄状態、清潔に対する価値観及び移動基
本動作などを踏まえ、利用者が「できること」に着目し事
業所の理念に沿った「共に生きる」ことを目指す介護計画
について説明し同意を得ている。特に医療依存の強い利用
者の場合は治療方針や病態などに留意している。



項目別コメント・訪問介護（公表用）

評点 コメント
項

評価基準

(5) 9

(6) 10

(7) 11

(1) 12

(1) 13

(2) 14

Ａ

(1) 15

(2) 16

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

介護支援専門員に対し、定期的に、訪問介護の実施状況を報告し、
連携を図っている。

利用者又はその家族からの相談、苦情等に対応する仕組みがあり、
その対応結果を説明している。

訪問介護員の接遇の質（利用者の金銭管理・鍵管理、予定されてい
た訪問介護員が対応できない場合などを含め）を確保するための仕
組みがあり、機能している。

訪問介護計画の見直しの結果、居宅サービス計画の変更が必要と判
断した場合、介護支援専門員に提案している。

サービス提供責任者は、定期的に利用者の居宅を訪問し、サービス
提供状況を把握し、併せて訪問介護計画の評価を行っている。

５．介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外
部の者等との連携

　高齢者の変化は日々の観察が重要である。サービス提供
責任者は訪問介護員や介護支援専門員との連携のもと、利
用者の変化に沿ったサービス提供状況を把握し、「介護現
況報告・８領域」や「介護サービス状況報告書」にてモニ
タリング、評価を実施していることが確認できた。

　日常生活を営むために移動動作が基本である。身体機能
が低下している高齢者は移動が億劫になりがちであるた
め、移動することの目的を明確に打ち出すことで行動が
伴っている。具体的には、ﾄｲﾚ移動することで排便が可能に
なりすっきりする、おやつを食べるために階段を利用する
など移動する喜びを共有している。生活リハビリを重視し
ている。

　医療依存度の高い利用者が多い。個々の病態にあった食
事を提供することで疾病悪化の防止に努めている。なお、
個人の嗜好や訪問歯科診療を利用するなど咀嚼改善にも留
意し、できるだけ自分の歯で素材の味を楽しんでもらう工
夫をしている。

　かかりつけ医主催の利用者カンファレンスに定期的にヘ
ルパーも参加している。それは、月２回以上毎回４人～６
人位（一人あたり１０分～１５分）で行われている。この
ように医療依存度が高い利用者に合わせた支援体制が構築
されていることは介護職の安心にもつながっていると思わ
れる。法人理念と関連する「命を支える」実践として高く
評価したい。

　苦情・相談窓口体制が整備され専用の記録にて記載保管
されている。なお、事業所の信念としては、利用者の要望
を事前に察知することで苦情の予防に努めている。

　若い職員が人生の先輩に当たる利用者の介護に関わるこ
とに遭遇することがしばしばある。信頼関係を形成するた
めには、傾聴及び受容が重要である。訪問介護員が対応で
ない場合で困ったときには幹部に相談する仕組みが整って
いる。なお、利用者から金銭を預かる体制をとってない。

　介護支援専門員とは記録の共有を含めて非常に連携がと
れている。利用者の状態変化は介護支援専門員に毎日連絡
している。また通院記録に関しては別途報告様式を定めて
いる。この様に他職種との情報の共有を徹底することによ
り利用者の自立につなげる取組みが行われている。

　訪問介護計画と居宅サービス計画は常に連動しているこ
とが重要である。一番身近で利用者の変化を観察及び把握
できるのが訪問介護員である。質の高いサービスを維持継
続して提供するためにサービス担当者会議に出席や必要時
には日頃の変化に即した介護内容について介護支援専門員
と情報の共有化及び提案を実施している。

Ａ

利用者の主治医等との連携を図っている。

４．介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置

３．相談、苦情等の対応のために講じている措置

移動介助及び外出支援に関して、訪問介護の質を確保するための取
り組みがあり、実施内容を記録している。

調理などの生活援助に関して、利用者の状態に留意し質を確保する
ための取り組みがあり、実施内容を記録している。

Ａ

Ａ



項目別コメント・訪問介護（公表用）

評点 コメント
項

評価基準

(1) 17

(2) 18

(3) 19

(4) 20

(1) 21

(2) 22

(3) 23

(1) 24

２．事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のため
に講じている措置

３．安全管理及び衛生管理のために講じている措置

　事業計画は年度ごとに出される。サービスの質に関する
事、財務内容、介護保険制度改定に関わる将来的展望など
多岐に渡る事項を明瞭簡潔にまとめている。しかし、その
計画を振り返り、検証する事業報告は作成されていないよ
うだ。今後の取組みに期待したい。

　介護職が遵守すべき倫理は定められており、入職時に個
別にそれを渡される。また必要に応じて振り返る機会にも
利用される。理念も明文化され介護保険法に基づいた運営
についての理解についても職員に浸透している事が窺い知
れた。

従業者が守るべき倫理を明文化し、倫理及び法令遵守に関する研修
を実施している。

事業計画を毎年度作成しており、経営・運営方針等が明記されてい
る。

Ａ

Ａ

Ⅱ．介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項

１．適切な事業運営の確保のために講じている措置

Ａ

　第三者評価を積極的かつ継続的に受審している。また財
務内容自体は随時公表可能な状態にしてある。将来的に法
人組織自体の改変も予定しているので、今後は第三者評価
結果を含め、事業所側からの積極的な情報開示に期待した
い。

　「一人一人が管理者であり、経営者である。」と法人理
念に掲げられているとおり、フラットな組織体制である。
２４時間３６５日の体制で訪問介護にて利用者の生活と命
を預かる姿勢を貫いている。日々の報告、情報共有が徹底
され、業務改善も早期に実施されている点は特質すべき点
である。

管理者、サービス提供責任者及び訪問介護員について、役割及び権
限を明確にしている。

　法人理念に掲げる「一人一人が管理者であり、経営者で
ある」を実践する為、一人でなくチームケアを随所に実践
している。よって入職年数不問でありフラットな組織体制
である。また自己評価・他人評価も各サービス担当毎に行
う仕組みも持っている。ただ訪問介護事業におけるサービ
ス提供責任者の役割の再確認など組織を更に活性化する新
たな取組みにも期待したい。

事業所の改善課題について、現場の従業者と幹部従業者とが合同で
検討するなど、課題改善に取り組んでいる。

事業計画、財務内容等に関する資料を閲覧可能な状態にするなど、
事業運営の透明性確保に取り組んでいる。

Ａ

Ａ

従業者からの相談に対する対応する仕組み及び従業者に対し指導を
実施する仕組みがあり、機能している。

　職員同士の気づきの報告、業務担当、医師であるグルー
プホームのホーム長、看護師である介護支援専門員各々か
ら直接専門分野についてＯＪＴを中心とした助言・指導を
受けている。このように事業所の垣根を超え「総当り的」
な法人集団的指導体制は利用者の安心を生み出し、また職
員の定着率の向上にも大きく寄与しているものと思われ
る。この点を高く評価したい。

サービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するた
めに、取り組んでいる。

Ａ

Ａ

Ａ

　「事故」と想定されるものは初期段階では「事象」と位
置づけし所定の用紙で２４時間以内に報告される。事故か
どうかの判断は現場で行わず、すべての関係職員の行動の
相関が必ず記入することとなっている。このことにより、
隠し事が行われず、小さなことでも報告できる仕組みと
なっており職員側の心理的負担軽減にも寄与している。

事故発生時、非常災害時、衛生管理のための仕組み又はその再発・
蔓延を防止するための仕組みがあり、機能している。

　訪問介護員は利用者のサービス前に「引継ぎ簿」を事前
確認する。また夜間介護者からの特記事項を共有する仕組
もある。また「介護記録」「介護サービス状況報告」「介
護現状報告」などの記録用紙が完備され、これらに基づき
情報の共有がなされている。その共有が利用者の命に関わ
る事も多いことから、書き方や情報の伝達の仕組みづくり
にＯＪＴ研修を含め力点がおかれている。



項目別コメント・訪問介護（公表用）

評点 コメント
項

評価基準

(1) 25

(2) 26

Ａ

(1) 27

Ａ

(2) 28

Ａ

(3) 29

Ａ

　個人情報を電子媒体にて共有、保存する物が多いので、
インターネット上の外部からの進入を防ぐ為、ファイアー
ウォール等のセキュリティが強化されている。また個人情
報保護方針は掲示されている。従事者と個人情報取扱い同
意書を取り交わした上で就労契約を締結している。このよ
うに重層的な個人情報保護が行われていることを高く評価
したい。

　新任研修は、受診の際、かかりつけ医と交わされた個別
の医療情報を更に法人の医療職にフィードバックし、助言
指導を得る方式を主としている。これを研修記録としても
蓄積しており、現場に即した実践的なＯＪＴである。また
現任者には積極的な外部研修受講な推進している。今後よ
り体系的な現任研修の再構築を目指している。

　マニュアル等は各サービス分野毎に網羅され書式化して
いる。しかし、職員のマニュアルの活用度に若干のバラツ
キはみられるようだ。利用者のケアは千差万別であるが、
サービス基本事項としてのマニュアルの活用や改定を今後
どのように位置づけていくのか検討をお願いしたい。

　利用契約書に明記しているだけでなく、利用者に契約時
に記録を開示出来る事を説明している。また単なる記録だ
けでなく、日頃の個別の処遇につい質問、疑問、要望があ
れば声がけしてもらうことを介護支援専門員と協同で周知
している。開示する仕組みだけでない理念に掲げる「一歩
前の介護を」の実践が行われている。この取組みは苦情が
ほとんどない事に関係していると思われる。

　今年度は試験的に利用者満足度調査を実施した。利用者
の生の声を聞く姿勢を改善事項として取り組んでいること
を評価したい。また職員の自己評価、他人評価を継続して
いる点も特長である。特に利用者の意向調査においては、
その利用者と関わるプロセスが非常に重要と思われるの
で、全利用者実施に向けた取り組みに期待したい。

サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの検討を定
期的に行っている。

訪問介護に従事する全ての現任の従業者（新任者を含む）を対象と
する研修等を計画的に行っている。

利用者の意向、意向調査結果、満足度調査結果等を、経営改善プロ
セスに反映させるなど、サービスの質を確保・自己評価する仕組み
があり、機能している。

４．情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置

５．介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置

個人情報の利用目的や保護規定を公表するなど、個人情報保護の確
保のための取組みがある。

利用者の求めに応じて、サービス提供記録を開示する仕組みがあ
り、機能している。

Ａ




